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1. 件名 

高圧ポンプの修理作業 

 

2. 目的及び概要 

本仕様書は、１F事故を踏まえた事故耐性燃料（ATF）開発プロジェクト（資源エネルギ

ー庁からの受託事業における腐食試験業務に使用する、日本原子力研究開発機構（以下、

原子力機構）高温工学特別研究室に設置された高温水循環装置用の高圧ポンプの修理作業

の仕様について定めたものである。受注者は対象装置の構造、取扱方法、関係法令等を十

分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 

 

3. 作業実施場所 

原子力科学研究所 高温工学特別研究室 中実験室（非管理区域） 

 

4. 納期 

令和 8年 1月 30日（金） 

 

5. 作業内容 

高温水循環装置用の高圧ポンプ 2 基（日機装株式会社製、日機装ミルフロー制御容量

ポンプ、製造番号：M73-0285A-1、型式：1M2HB-V0.4-20D1RSP、及び、製造番号：M69-0324A-

2、型式：1M1HC-V0.4-14D1RSP）は現状（2025 年 6 月現在）、それぞれ、経年劣化による

油漏れ、異物混入によるとみられる圧力上昇挙動の異常など、修理を必要とする状態に

ある。よってこれらを分解点検し、消耗品を交換し、正常に動作するようにすること。 

 

6. 支給部品及び貸与品 

なし 

 

7. 提出書類 

（1）作業要領書（様式指定なし）  契約締結後速やかに    １部 

（2）ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄﾜｰｸｼｰﾄ（機構指定様式） 作業開始前  １部 

（3）工事・作業管理体制表（機構指定様式）   作業開始前    １部 

（4）作業報告書（様式指定なし）   作業終了後     １部 

 提出場所： 原子力科学研究所 第２研究棟３４３号室（電子的手段も可） 

 

8. 検収条件 

「7．提出書類」の確認並びに、現地立ち合い確認により原子力機構が仕様書の定める業

務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 

 

9. 検査員及び監督員 

検査員 一般検査 管財担当課長 

監督員 防食材料技術開発グループ 研究副主幹 

 

10. 適用法規・規定等 

（１）原子力基礎工学研究センター安全衛生管理規則 

（２）原子力基礎工学研究センター電気工作物保安規則 

 

11. 特記事項 

（１）受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及
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び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し

安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

（２）受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表

もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはで

きない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りでは

ない。 

（３）受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす

る。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその

原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受

けること。 

 

12. グリーン購入法の推進 

（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用する

ものとする。 

（２）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

 

以上 


